








第1II章 軒先瓦の構造と変遷

配置を均等になるように作箔されたと考えられ、 花文軒丸瓦1I1類→ 花文軒丸瓦11類と変化し、

また花文軒丸瓦v類は蓮子の表現が花文軒丸瓦1I1類と酷似することから、 花文軒丸瓦1I1類→

v類と変化しているものと理解される。 つまり、 花文軒丸瓦1I1類とW類に後出する、 花文軒丸

瓦11類とV類の登場をもって「花文軒丸瓦第2段階」を設定したい。

次に、 このような蓮子形態の変化に基づいて主たる瓦当文様となる花文の変遷を検討しよう。

花文軒丸瓦1I1類とW類は、 いずれも中房に接する茎とその先端に開く花弁をもって花文を表現

している。 花文は4単位もしくは5単位（註50) があり、 先行して登場した花葉文軒丸瓦の花

文が長く延びた茎の先端に花文が取り付く状況と似ており、 花葉文の花文を抽出したものと理

解することが可能である。 しかし、 視点を変えれば花葉文軒丸瓦には4本の葉文が見られ、 こ

れらは中房から延びる茎の左右に葉文を配することで表現がなされている状況から、 花文軒丸

瓦の4単位の花文は花菓文軒丸瓦の葉文を抽出して成立したという理解も可能である。

現段階では瓦当文様変遷については決定しがたいが、 いずれにしても花文軒丸瓦1I1類とW類

の花文軒丸瓦第1段階は、 花葉文軒平瓦第3段階を直接の祖形としている可能性が高い。

花文軒丸瓦第1段階に後出する花文軒丸瓦第2段階の花文軒丸瓦11類とV類は、 いずれも茎

の表現を欠いた花文を持つ点で共通している。 しかも、 花文車干丸瓦1I1類と11類は大きく開く花

弁が四方に広がるように表現されている点、 花文軒丸瓦W類とV類は中房から周縁に向かって

放射状に広がる花文を表現している点は、 それぞれが共通する文様意匠を保持していると理解

される。 つまり、 花文軒丸瓦第1段階から第2段階へ瓦当文様が変化する過程のなかで、 直接

の祖形とする花文の文様意匠を継承する形で作箔されたものと考えられる。

植物文軒丸瓦の変遷 これまで見てきたように、 植物文軒丸瓦は花葉文軒丸瓦と花文軒丸瓦に

2大別され、 それぞれが徐々に変化を加えながら変遷している様子が認められた。 植物文軒丸

瓦が示す変化は、 瓦当文様の構成が花葉文車干丸瓦から花文軒丸瓦へ変化する大きな画期と、 各

型式の中で徐々に変化する小画期が把握されたことになる。

まず、 植物文車干丸瓦の中で花葉文軒丸I A類が、 最も古相に位憎付けられることは間違いな

く、 植物文軒丸瓦の最古段階に位置付けることには問題はないであろう。 花葉文軒丸瓦I A類

は、 花葉文軒丸瓦第2段階になると花葉文軒丸瓦I Bl類とI B2類の2種類に造り分けが行われ

るようになる。 この変化は丸瓦接合にかかる技法差が現れているものと考えられることから、

この段階には少なくとも2単位の瓦エ集団が存在していたものと考えられる。 しかし、 現在確

認されている花葉文軒丸瓦にかかる瓦箔は1箔であることには変わりはないことから、 2単位

の瓦工集団それぞれが異なる瓦箔を保有して花葉文軒丸瓦を生産していたと考えられる要素は

認めることはできない。 つまり、 2単位の瓦エ集団は1つの瓦笥を共有する形で花葉文軒丸瓦

を生産していたものと想定され、 花葉文軒丸瓦のなかで瓦当を薄手に仕上げる集団と厚手に仕

上げる瓦工集団の両者は、 ともに同 一の造瓦組織の中に編成されていたと理解しておきたい。

これらの2単位の瓦丁集団は、 花葉文軒丸瓦第3段階にも継続して存在しているようである。

薄手の技法による花葉文I Bl類は、 従来までの1+4の蓮子に周緑蓮子1個を加えた花葉文軒

丸瓦I Cl類に変化し、 厚手に造る技法により製作されたI B2類は蓮子表現を失うI Dl類· I D2 
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当を薄手に造るものと厚手に造る瓦工集団が存在し、 このエ人集団が各段階を通じて継続的に

花葉文軒丸瓦を生産していると理解されることになる。

花文軒丸瓦第1段階に位置付けられた2型式の軒丸瓦は、 いずれも周縁蓮子の配列が均等に

割り付けられないことを特徴としている。 このような特徴は花葉文軒丸瓦第3段階のICl類の

時点で見られていることから、 花文軒丸瓦1I1類は花葉文軒丸瓦ICl類を直接の祖形にしている

と考えることが可能である。 この見解に従えば、 花葉文軒丸瓦において瓦当面を厚手に造り上

げたIB2類とIDl類の系列は花文軒丸瓦までは継続しなかったのであろう。

花葉文軒丸瓦ICl類から派生した花文軒丸瓦には、 当初から花文軒丸瓦1I1類とW類というよ

うに異なる文様を持つ2者が存在している。 前者は瓦当面に茎とその先端で四方に向かって開

く花文4単位を瓦当文様としているのに対して、 後者は中房から延びる茎の先端に放射状に開

く花弁を配して花文を表現している。 そして、 花葉文軒丸瓦IC類の影響を受けたと考えられ

る花文軒丸瓦製作に関わる2単位の瓦工集団は、 花文軒丸瓦1I1類→II類へと変化と遂げる系統

と、 花文軒丸瓦w類→V類へと変化を遂げる系統の2単位の瓦工集団の存在がうかがえる。 こ

の想定に従えば、 花文軒丸瓦はそれぞれの系統に組み込まれた2単位の瓦工集団が2種類の花

文軒丸瓦を造り分けていると理解されることになる。

このように、 植物文軒丸瓦製作には花葉文軒丸瓦の段階と花文軒丸瓦の段階の各時期に2単

位の瓦エ人の存在が想定される結果となったが、 花葉文軒丸瓦の段階の瓦エ人は同 一の箔を共

有しながらも異なる型式の軒丸瓦を製作しているのに対して、 花文軒丸瓦は異なる瓦箔を保有

した2単位の瓦工集団が存在していると考えられることから、 花葉文軒丸瓦と花文軒丸瓦の生

産に関与した瓦工集団の編成のあり方が異なっていた可能性がある。 つまり、 花葉文軒丸瓦生

産にかかる複数の瓦工集団は、 共通した瓦箔を用いた同 一造瓦組織に編成された形で造瓦に関

わり、 花文軒丸瓦生産にかかる瓦エ集団は異なる瓦箔を保有する複数の造瓦組織により生産さ

れていたものと考えられる。

2)単弁細弁蓮華文軒丸瓦の変遷 単弁細弁蓮華文軒丸瓦は、 泉廃寺跡以外では郡山五番遺跡

から出土している。 郡山五番遺跡の報文では以下のように分類がなされている。 細弁蓮華文軒

瓦F類は凸線で表現された細い蓮弁11葉を配置し、 その中に棒状の子葉を置き、 蓮弁先端は内

亡

（郡山五番遺跡G類）

Fig68 単弁細弁蓮華文軒丸瓦の変遷
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外区を分かつ界線に到達するものである。 棒状に表現された間弁は蓮弁の先端手前まで延び、

その先端左右には珠文が置かれている。 中房は太い圏線により区画され、 大振りの中心蓮子に

小さめの周縁蓮子8個を配置する構成をもち、 周縁内側には線鋸歯文が見られる。 G類は11葉

の蓮弁を配する資料である。 蓮弁の先端は尖り気味となり、 間弁表現は失われている。 間弁の

位置には大振りの珠文が置かれ、 中房は太い圏線で区画しその内部に1+8の蓮子を配置して

いる。 蓮子は中心蓮子と周縁蓮子の規模が同じ形状である。 H類は13葉の単弁を配した瓦当文

様を持つが、 蓮弁の先端が丸みを帯び、 その先端は界線に到達しない。 また、 間弁の表現を失

い間弁の位置に大きめに珠文1個を置くことを特徴とする。 周縁は直立する素文となる。

単弁細弁蓮華文軒丸瓦の変遷 このような文様上の特徴から、 佐川氏は以下のような変遷を提

示している（註51) 。 すなわち、 蓮弁の形状が整い、 間弁・中房・外区内外縁の文様要素が揃っ

ているF類が最も古相を示し、 間弁を失い弁端の形状が不均ーとなるが、 そのほかの要素はF

類に酷似するH類がF類に後出し、 G類は蓮弁の形が最も不均等となり間弁と外区内外縁の文

様要素を失っていることから最も新相を示すというものである。 つまり、 F類→H類→G類の

順に変遷することを指摘している。

泉廃寺跡出土例の変遷 泉廃寺跡では郡山五番遺跡G類を欠いたF類· H類に相当する2種類

が出土しているが、 文様全体が判明する資料はないため、 佐川氏の提示した変遷について異な

る見解を示すことは困難であり、 郡山五番遺跡の変遷がもっとも整理された内容であると考え

る。 従って、 本報告では以上のような変遷に従い、 郡山五番遺跡F類＝泉廃寺跡I類→郡山五

番遺跡H類＝泉廃寺跡II類という変遷を確定しておきたい。

3)有蕊弁蓮華文軒丸瓦の変遷 有蕊弁蓮華文軒丸瓦は、 周縁と瓦当を界線で区画し、 弁端の

切れ込み表現と弁間に楔形の間弁を表現するI類、 界線と間弁表現を欠き、 蓮端が尖り周縁に

到達しているII類、 そして蓮弁に内部に2本の蕊を加えたIII類である。

有蕊弁蓮華文軒丸瓦のように、 蓮弁の内部に蕊を表現するという共通する意匠をもつ瓦群を

検討した藤木氏は、 陸奥国南部の 一部の地域間で展開する有蕊弁連華文車十丸瓦の起源を黒木田

遺跡Ac類に求めている。 泉廃寺跡I類の弁間にある間弁表現は、 植松廃寺跡出士軒丸瓦に見ら

れた一蕊の間弁の弁端に見られる切れ込み表現が痕跡として残ったものと理解し、 泉廃寺跡A

有蕊弁蓮華文軒丸瓦
I類

Fig69 有蕊弁蓮華文軒丸瓦の分類

有蕊弁蓮華文軒丸瓦
II類

�s5� 

有蕊弁蓮華文軒丸瓦
m類



第m章 軒先瓦の構造と変遷

類(I類）の直接の祖形を植松廃寺跡出土の有蕊弁蓮華文軒丸瓦と考えている、 つまり黒木田

遺跡Ac類→植松廃寺跡例→泉廃寺跡A類へと変遷すると考えている（註52) 。

有蕊弁蓮華文軒丸瓦の変遷 有蕊弁蓮華文軒丸瓦はr�m類のうちI · II類の2者は、 瓦当文

様に凸線表現された蓮華文を瓦当面に大きく配置し、 その内部に3本の蕊を加え、 圏線で区画

した中房に1+4の蓮子を置くという共通した文様意匠をもっている。 しかし、 I類は内外区

有蕊弁蓮華文軒丸瓦II類

を分かつ界線を明確に表現し弁間に楔形の間

弁表現を備えているが、 II類ではそれらの要

素は見られない。 つまり、 II類はI類の文様

要素の一部が失われる形で作箔されたと理解

されることから、 I類→II類という変遷が想

定される。 rn類は不明な点が多くあるが、 凸

線で表現した圏線で中房を表し、 その内部に

大振りの中心蓮子と小振りの周縁蓮子を懺い

ている。 瓦当面には6葉ないしは8葉と推定

される花弁を配置していると推定される。 周

縁近くには内外区を分かつ圏線をもっている

Fig70 有蕊弁蓮華文軒丸瓦の変遷
点ではI類に近い。 しかし、 弁間の楔形の間

弁表現は失われていることから、 有蕊弁蓮韮

文軒丸瓦l類よりも後出する様相が強いと言える。 また、 瓦当文様が6葉花文もしくは8葉花

文というように花弁の数が増加する点や、 中心蓮子と周縁蓮子の大きさが異なっているという

様相を見れば、 この段階で新たな文様要素が加えられて作箔された可能性も想定しておかなけ

ればならない。

以上の検討に従えば、 有蕊弁蓮華文軒丸瓦1I1類は1類よりも後出し、 II類と併行する時期、

もしくはやや先行する時期に位置付けておくが1I類の直接的な祖形は1類と考える。

4)素弁蓮華文軒丸瓦の変遷 素弁蓮華文軒丸瓦は2点の出士が確認されている。 I類は町地

区から出土し、 II類は町池地区からの出土である。

この2点の素弁蓮華文軒丸瓦は、 瓦当面に創出された瓦当文様の相違は明らかである。 すな

わち、 素弁蓮華文軒丸瓦l類は弁形が乱れた形態の蓮弁8葉を配し、 間弁の先端には珠文が僅

かれている。 中房は扁平ながら突出する素文の形態を保持している。 この車干丸瓦は、 郡山五番

遺跡からの出士が確認されており、 先述した単弁細弁蓮華文軒丸瓦と同様の供給関係を持って

いる。 素弁蓮華文軒丸瓦II類は、 蓮弁の両側辺に凸線表現が見られ、 各蓮弁がこの凸線により

連結される文様意匠を持っている。 現段階では、 その系譜や年代的な位置づけは困難である。

泉廃寺跡から出土した2種類の素弁蓮華文軒丸瓦については、 その出土量の少なさや、 文様

上の特異性から、 この2種の先後関係を決定することは難しい。 しかし素弁蓮華文軒丸瓦I類

が郡山五番遺跡では8世紀代に位置付けられ、 町池地区から出土したII類は、 町池地区からは
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ものと評価して良いであろう。 この段階には三重弧文軒平瓦と四重弧文軒平瓦 ・ 五重弧文軒平

瓦の3種類が認められるが、 顎面文様2をもつ三重弧文軒平瓦は直線顎で、 四重弧文軒平瓦に

は直線顎と曲線顎の2種類が存在している。 四重弧文車干平瓦の直線顎と曲線顎は、 共に共通す

る斜格子タタキ目を保有しており、 これらの生産に際しては同一の瓦エ集団が関与していた可

能性が高い。 従って、 重弧文軒平瓦の古い時期に位置付けられる顎面文様2が施文される段階

には、 三重弧文軒平瓦を生産するグルー プと、 四 ・ 五重弧文軒平瓦を生産するグルー プの二者

が存在し、 後者は四重弧文軒平瓦の直線顎と曲線顎の2つの製品を造り分けていたのであろう。

先述したように三重弧文軒平瓦の顎面文様は2種類、 重弧文は2種類が存在しているが、 古相

を示すと考えられる顎面文様2には重弧文の凸線幅が異なる挽型が用いられており、 これに後

出する顎面文様1には、 重弧文凸線幅が異なる挽型と、 近似する挽型を用いているものの2者

が存在していることから、 相対的には凸線幅が異なるものが古く、 凸線幅が近似するものが新

しいと理解される。 つまり、 顎面文様2十中央の弧線が広い→顎面文様1十中央の弧線が広い

→顎面文様1十近似する弧線の順に変遷を辿ると想定される。

重弧文軒平瓦には、 これらの系列にのらない一群が確実に存在している。 すなわち、 顎面文

様3をもつ四重弧文軒平瓦、 顎面文様4をもつ二重弧文軒平瓦の2種類である。 顎面文様3を

持つ直線顎の四重弧文軒平瓦は、 凸線の上端が丸みを帯び凹線の断面形がV字形の挽型を用い

て重弧文を彫り、 加えて平瓦部の凸面に同様の斜格子タタキ目を持つ点で三重弧文軒平と近い

関係にある。 顎面文様自体はヘラ状工具による施文から櫛歯状工具による施文へと変化し、 加

えて顎面文様にも異なる文様意匠が採用されている。 この顎面文様の変化が軒平瓦製作にかか

る技術系譜の相違を示すのか、 文様の型式的変化を示すのかを決定することは難しいが、 後述

する均整唐草文軒平瓦や木葉文軒平瓦では、 重弧文車干平瓦に見られたヘラ描きによる顎面文様

1が継承されていることから、 櫛歯状工具を用いた顎面施文はヘラ描きによる顎面文様とは技

術系譜が異なっている可能性があることを指摘しておきたい。 顎面文様4は、 顎面文様3と同

様に櫛歯状工具を用いて顎面文様を描いている。 顎面文様3よりも顎面文様の簡略化が進んで

おり、 顎面文様3→顎面文様4と変化するものと想定される。 櫛歯状工具を用いた顎面施文を

もつ重弧文軒平瓦は腰浜廃寺跡や小浜代遺跡などに見られることから、 この類の顎面文様は他

の瓦工集団もしくはその影響を受けて成立した可能性を想定する必要がある。

以上のように、 重弧文車干平瓦には顎面文様1を描いた四重弧文軒平瓦を主体とする系列と、

三重弧文軒平瓦を主体とする2系列の軒平瓦が存在していると想定された。 このうち最も古い

時期に位置付けられたものは、 共に均整の取れた顎面文様を描くという文様意匠を共有してい

る点で、 同時期に存在していた可能性が高いと見て良いであろう。 これらの製品は時期が降る

につれて顎面文様の乱れが生じ、 重弧文の施文具を変更させるという変遷を辿っているものの、

この段階にも、 前段階に存在していた2単位の瓦工集団は解消されることなく認めることがで

きることから、 重弧文車干平瓦の生産には一 貫して2単位の瓦工集団が関与していたものと考え

られる。
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この見解に従って、 改めて顎面文様を見ると、 瓦当面に内外区を分かつ沈線が見られるもの

は、 均照唐草文軒平瓦 ・ 木築文軒平瓦 ・ 偏行唐草文軒平瓦に通じることから、 界線を意識した

沈線が見られる一群が古式の様相を示し、 瓦当面には鋸歯文を描き、 顎面には文様を描かない

ものが後出するものと位置付けておきたい。

これらの2種の波状文軒平瓦とは異なる文一群が存在する。 それは瓦当面と顎面に平行沈線

により波状文を描くものと、 素文の顎面をもち瓦当面には櫛歯状丁具による波状文を描くもの

である。 前者は瓦当厚に差がある2点が出士しており、 後者は1点の出土がある。 今のところ、

この2種の波状文軒平瓦の位置付けは不明である。

6)無文軒平瓦の変遷 無文車f平瓦に分類された資料は4点がある。 いずれも明瞭な顎部を有

する顎部形態 ・ 顎面素文の資料である。 分類上では顎部をもつI類と、 傾斜のある顎部を持つ

II類の2種類に区分した。 I類は凸面に残るタタキ目の種類により3型式に細分がなされた。

現段階では、 これらの資料の先後関係を決定することはできないが、 I類の凸面に残るタタキ

目は偏行唐草文軒平瓦の凸面にみられるものと近く、 またII類の顎部断面形ならびに胎士 ・ 焼

成の状態が偏行唐草文軒平瓦に似る。 ただし、 タタキ目は縄タタキであり異なっている。

第3項 軒先瓦の構造と変遷

前項までにおいて泉廃寺跡の発掘調査で出士した瓦群に、 表面採集で得られた資料を加えて、

軒丸瓦 ・ 軒平瓦について検討してきた。 その結果、 軒丸瓦には5種、 軒平瓦には6種の型式が

存在しており、 それぞれの瓦群が小さな変化を遂げながら泉廃寺跡に供給されていたことが判

明した。 ここでは、 泉廃寺跡出土の車干先瓦の相対的な先後関係ならびにセット関係について検

討を進めていくこととするが、 まずは軒平瓦の変遷について検討を始める。 なぜなら、 軒平瓦

は軒丸瓦に比べた場合、 瓦当文様が大きく変化した場合でも、 顎面文様や顎部形状などの細部

か前段階の軒半瓦から継承される場合が多く、 相対的な序列を把握しやすいからである。 従っ

て、 まずは軒平瓦の構造変遷を検言寸したうえで、 軒丸瓦の構造 ・ 変遷を検討するといった手順

をとることとする。

．軒平瓦の変遷 泉廃寺跡から出士した軒平瓦を見ると、 ロクロの回転を利用して瓦当文様を

描いた重弧文軒平瓦と、 瓦箔を用いて瓦当文様を描く木葉文軒平瓦 ・ 均整唐草文軒平瓦 ・ 偏行

唐草文軒平瓦、 そして波状文軒平瓦 ・ 無文軒平瓦に区分された。 対極的に見れば、 ロクロ挽き

重弧文が瓦箔を用いた軒平瓦よりも古いと見て大過ないであろう。

ロクロ挽き重弧文軒平瓦は二重弧文 ・ 三重弧文• 四重弧文 ・ 五重弧文の4種に区分され、 さ

らに顎面文様の構成 ・ 顎部の形状 ・ 菫弧文施文具の種類により細別されている。 このうち、 最

も古い時期に位置付けられるものが三重弧文軒平瓦と四重弧文軒平瓦である。 いずれも均整の

とれた顎面文様を採用している点で共通しているが、 顎部の形状を見ると三重弧文軒平瓦は直

-96-



第11I章 軒先瓦の構造と変遷

線顎、 四重弧文軒平瓦は直線顎と曲線顎を採用している。 このうち四重弧文軒平瓦で直線顎の

ものは一貫して均整のとれた顎面文様を描いているが、 曲線顎のものは徐々に顎面文様が乱れ

るという変化を辿り、 更に直線顎の三重弧文は顎面文様の均整が乱れるとともに瓦当文様の施

文具が変更されるという変遷を辿っている。

このような変遷を辿る重弧文軒平瓦に後出する可能性の高いものが木葉文軒平瓦である。 木

葉文軒平瓦は瓦箔を用いて木菓文を瓦当文様とするもので、 半包み込み技法とも呼べる技法を

用いて製作されている。 この点では先行する重弧文軒平瓦との間には明らかな相違が認められ

るものの、 顎部の形状に直線顎を採用し、 加えて顎面の文様が二重弧文軒平瓦と類似すること、

そして凸面のタタキ目が大振りな斜格子タタキ目を持っているという点で共通点が多い。 従っ

て、 三重弧文軒平瓦→木葉文軒平瓦へと変遷したものと理解される。 この視点で三重弧文軒平

瓦と木葉文軒平瓦の顎部を見ると、 ともに平瓦の広端部凸面に断面が三角形になる粘上帯を付

加している様子が認められ、 製作技法の点でもこの両者が近い関係にあると言える。

一方、 四重弧文軒平瓦 ・ 五重弧文軒平瓦に後続すると考えているのが均整唐草文軒平瓦であ

る。 均整唐草文軒平瓦は瓦当粘土の裏面に平瓦の先端をあて、 凸面 ・ 凹面の両面から接合粘土

を加えて接合を図る「包み込み技法」により製作されている。 更に顎面の文様には半戟竹管状

工具とヘラ状工具、 そして竹管状工具を用いた文様を描いており、 この点では先行する重弧文

軒平瓦との間には大きな断絶が認められるが、 均整唐草文軒平瓦は後述する偏行唐草文軒平瓦

よりも古相を示すことから、 重弧文軒平瓦に後出する可能性が高いと言える。 瓦当文様を見る

と、 端正な瓦当文様を創出しているI類と、 その文様が退化した1I類に大別され、 更にこの瓦

当文様の変化と連動する形で顎面文様も簡略化が進んでいる。 つまり、 均整唐草文軒平瓦には

明らかに古相と新相の2時期分の製品が存在しており、 ここに時間差が想定されよう。 古相の

I類には顎面文様ならびに顎部形状の相違により直線顎で顎面文様を伴うIAla類と顎面文様

が伴わないIB2類の2種類の製品が含まれていることも明らかである。 I A 1 a類は直線顎で均

整の取れた顎面文様を持つ点で四重弧文軒平瓦II Al類の影響がうかがえ、 一方顎面文様が伴わ

ないIB2類は曲線顎であると言う点が四重弧文軒平瓦・五重弧文軒平瓦のII Blb類に近い。 こ

れらの均整麿草文軒平瓦を構成する要素の萌芽は、 いずれも重弧文軒平瓦の中に求めることが

可能であり、 重弧文軒平瓦から均整唐草文軒平瓦への変遷を想定しても良いであろう。

この均整唐草文軒平瓦と木葉文軒平瓦に後出すると考えられる車干平瓦が偏行唐草文軒平瓦で

ある。 偏行唐草文車干平瓦は均整唐草文軒平瓦の段階で導入された包み込み技法を強く継承して

いる点で、 この両者は密接な関係にあったことは確実である。

偏行唐草文軒平瓦は瓦箔の相違から4種類が存在していることが明らかであるが、 これらは

瓦当文様の型式学的な変遷からその先後関係が確定している。 最も古相を示すI類には、 顎部

形状 ・ 顎面文様の有無からIA類とIB類の2種類が存在しているが、 I A類は均整唐草文軒平

瓦11類の顎面文様が更に簡略化されたものと見られ、 顎面文様が伴わず段顎となる偏行唐草文

軒丸瓦IB類は均整唐草文軒平瓦IB類の影響のもとに製作された可能性が高い。 つまり偏行唐

草文軒平瓦のなかで古相を示すものは、 いずれも均整唐草文軒平瓦との影響を受けているもの
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と理解され、 均整唐草文軒平瓦→偏行唐草文軒平瓦への序列を想定しておきたい。

偏行唐草文軒平瓦が生産される段階には、 従来の軒平瓦には見られなかったいくつかの要素

を認めることが可能である。 すなわち、 平瓦部凸面のタタキ目が斜格子タタキから格子タタキ

に変更され、 さらに顎部に段を有する段顎が採用されるという点である。 この点で次に述べる

波状文軒平瓦と無文車干平瓦の2者は偏行唐草文軒平瓦よりも古くなることはないと考えている。

無文車干平瓦は顎部に段を有する形態の軒平瓦である。 顎部に1枚ないしは2枚程度の粘土帯

を付加して顎部を形成させている。 平瓦部の凸面には格子タタキ目が見られることから、 偏行

唐草文軒平瓦の製作手法と近い関係にあるが、 凹面には布目の綴じ合わせや側板圧痕等の桶型

の存在を示す痕跡が認められず、 また凸面の叩き目に、 いわゆる叩きしめの円弧が見られない

ことから一枚作りで製作された可能性もある。 従って無文軒平瓦は偏行唐草文軒平瓦に後出す

る要素が強いと指摘することができる。

波状文軒平瓦は平瓦凸面に縄タタキ目を残しており、 この点で偏行唐草文軒平瓦や木葉文軒

平瓦の製作手法とは大きな相違が認められる。 しかし、 泉廃寺跡から出土する平瓦の中で縄タ

タキ目を残す資料はいずれも粘土板桶巻き造りで製作されていることから、 縄タタキ目を残す

波状文軒平瓦の平瓦部も粘土板桶巻き作りで製作されていた可能性が高い。 また瓦当文様なら

びに顎面施文にはバリエ ー ションが見られるが、 このうち波状文軒平瓦W類· V類の2者は瓦

当文様として瓦当面周縁に界線状の沈線を挽き、 その内部に波状文もしくは鋸歯文を描いてい

る。 つまりこの種の軒平瓦は偏行唐草文軒平瓦や均整唐草文軒平瓦に見られた瓦当文様を構成

する要素が痕跡的に残されていると理解することも可能であり、 この見解に従えば、 波状文軒

平瓦は無文軒平瓦よりも古相に位置付けても良いと思われる。

以上のような検討によれば、 泉廃寺跡から出土した軒平瓦のうち最も古祖、 つまり創建段階

に位罹付けられるものがロクロ挽き重弧文軒平瓦ということになる。 これらの重弧文の生産に

関与した瓦エ集団は、 次の木葉文軒平瓦ならびに均整唐草文軒平瓦の生産にあたって、 従来の

顎面文様や顎部形状を保持しながらも、 均整唐草文や木葉文という瓦箔を使用し、 半包み込み

技法や包み込み技法という技術を受容する形で瓦群の生産に当たったものと理解されよう。 こ

の2種類の軒平瓦に後出する偏行唐草文軒平瓦は包み込み技法を継承しながらも、 古い時期に

は伝統的な顎面文様を受容するものと、 新たに段顎となる軒平瓦を生産しているが、 これらは

徐々に素文で段顎という形態に統一が図られるようになり、 以後の波状文軒平瓦や無文軒平瓦

へと変遷するものと理解される。

．軒丸瓦の構造と変遷 泉廃寺跡から出土した軒丸瓦各群は、 それぞれが異なる文様意匠をも

ち、 前後する時期の軒丸瓦の影響を受けることなく展開しているため、 瓦当文様の検討だけで

は軒丸瓦各群の先後関係を明らかにすることは難しい状況にある。 ここでは軒丸瓦の変遷を述

べていくが、 その先後関係の把握はセットになる軒平瓦の変遷に検討に拠るところが大きい。

その内容は第4項で詳述したい。

出土した軒丸瓦で最も古い時期に位置付けられるのが植物文軒丸瓦である。 植物文軒丸瓦は

泉廃寺跡から出土する軒丸瓦の中でも最も出土量が多く、 この瓦をもって建物の造営が開始さ
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れたと考えて間違いはないであろう。 植物文軒丸瓦は花葉文軒丸瓦と花文軒丸瓦の2種類が含

まれていることは先に述べたとおりであるが、 その先後関係は花文軒丸瓦の文様が花葉文軒丸

瓦の花文もしくは葉文のいずれかを抽出することで成立したものと考えられることから、 花葉

文軒丸瓦が古く花文軒丸瓦が新しいと理解して良い。

この花葉文軒丸瓦と花文軒丸瓦の2種の軒丸瓦で構成される植物文軒平瓦に後出すると考え

られるのが、 単弁細弁蓮華文軒丸瓦である。 単弁細弁蓮華文軒丸瓦はI類とII類に細別されて

捉えられているが、 その変遷は瓦当文様を構成する蓮子 ・ 中房 ・ 弁形· 間弁 ・ 内外区外縁の文

様要素の検討によりI類→ II類へと変遷することが判明している。

単弁細弁蓮華文軒丸瓦の2種に後続するものが、 有蕊弁蓮華文軒丸瓦である。 有蕊弁蓮華文

軒丸瓦は3種類に細別されることが判明した。 有蕊弁蓮華文軒丸瓦のなかで最も先行するもの

がI類である。 有蕊弁蓮華文軒丸瓦I類は内外区を分かつ圏線をもち、 弁端の切れ込み表現や

間弁痕跡を残すなど、 比較的古相の様相が強い。 これに後続する有蕊弁蓮華文軒丸瓦II類 ・ 11I

類の2種類のうち、 II類は幽線や間弁痕跡などのI類を特徴付ける文様要素を失っていること

から後出することは明らかでありI類→ II類への変遷は間違いない。 11I類は蓮弁内部の蕊表

現が2本となっており、 I類. II類とは異なる文様構成を持っている。 しかし、 内外区を分か

つ圏線表現は保持されていることから、 I類の瓦当文様に新たな要素が加わって成立した可能

性を指摘した。 その位置付けは有蕊弁蓮華文軒丸瓦II類に併行する時期か、 やや古くなる可能

性もある。

このほかに素弁蓮華文軒丸瓦2種、 単弁蓮華文軒丸瓦1種の出上がある。 前者は町池地区と

町地区から出土し、 後者は舘前地区から出土している。 現段階では素弁蓮華文軒丸瓦と単弁蓮

華文軒丸瓦の2種を位置付けるのは困難である。 しかし、 素弁蓮華文軒平瓦は舘前地区からは

出士せず、 舘院 ・ 運河関連施設が造営された町池地区や町地区から出土していることから、 均

整唐草文軒平瓦にともなう可能性が高い、 単弁蓮華文軒丸瓦は郡山廃寺跡出土例に類似してい

ることなど、 この軒丸瓦がもつ意義は高い。

さて、 単弁蓮華文軒丸瓦は蓮弁の弁端が尖る形態を示し、 その内部に肉厚で大振りの子葉が

表現されている。 周縁 ・ 中房などの軒丸瓦を構成する主要要素の大部分が失われているため、

他の遺跡から出土する単弁蓮華文軒丸瓦との比較が困難であり、 その位置付けも慎重にならざ

るを得ないが、 蓮弁の形状が仙台郡山遺跡付属寺院である郡山廃寺跡や多賀城創建にかかる重

弁蓮華文軒丸瓦との間に類似点が見出される。 この点については後にまた触れよう。

第4項 軒先瓦の組み合わせの検討

第3項では軒丸瓦 ・ 軒平瓦それぞれの変遷について述べてきた。 ここでは、 軒丸瓦・軒平瓦

のセット関係について触れておくこととする。 本来、 軒丸瓦と軒平瓦のセット関係を論じるた

めには、 重複する遺構や幣地層などのように層位的な検討に基づいて検討すべきであろうが、

泉廃寺跡から出士した瓦群の大部分は確実な層位関係を保持して出土したものは少ない。 従っ
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てここでは型式学的な変遷を重視して、 軒丸瓦と軒平瓦の組み合わせを検討したい。

まず、 軒丸瓦と軒平瓦のセット関係が明らかなものとしては、 単弁細弁軒丸瓦と偏行唐草文

軒平瓦のセットがある。 この一群は、 標葉郡家とされる双葉町郡山五番遺跡からの出士により

①郡山五番遺跡出土軒丸瓦のF類＋軒平瓦A-1、 ②軒丸瓦H類＋軒平瓦A-2 • 6、 ③

軒丸瓦H類十 A-3~5、 ④軒丸瓦G類+ A- 7 · 8の合計4通りの組み合わせがあるこ

とが判明している。 この組み合わせに従えば、 泉廃寺跡出士単弁細弁蓮華文軒丸瓦I類は偏行

唐草文軒平瓦IA類· I B類と組み合うこととなり、 単弁細弁軒丸瓦1I類は偏行唐草文軒丸瓦

II類 ・ 11I類とセットになると考えて良い。 ただし泉廃寺跡では郡山五番遺跡G類は出土してい

ないため、 偏行唐草文軒平瓦w類に伴う軒丸瓦については保留しておきたい。

単弁細弁蓮華文軒丸瓦よりも古い段階に位置付けられた資料には、 軒丸瓦では植物文軒丸瓦、

軒平瓦では重弧文軒平瓦 ・ 木葉文軒平瓦 ・ 均整唐草文軒平瓦の3種がある。

植物文軒丸瓦は、 I類の花葉文軒丸瓦とII~VI類の花文軒丸瓦があり、 この植物文軒丸瓦は、

花葉文軒丸瓦が古く花文軒丸瓦が新しいと捉えている。 つまり、 花葉文軒丸瓦（植物文軒丸瓦

I類）→花文軒丸瓦（植物文軒丸瓦II~VI類）→単弁細弁蓮華文軒丸瓦という先後関係が想定さ

れる。 これに対して重弧文軒平瓦 ・ 木葉文軒平瓦 ・ 均整唐草文軒平瓦の3種は重弧文軒平瓦が

最も古く、 木葉文軒平瓦と均整唐草文車干平瓦はともに重弧文軒平瓦の直後の段階に位置づけが

なされた。 つまり重弧文車干平瓦→木葉文軒平瓦 ・ 均整唐草文軒平瓦→偏行唐草文軒平瓦の変遷

が想定されることになる。

このように見ると、 軒丸瓦 ・ 軒平瓦の中で最も古い時期に位置付けられるものには、 花葉文

軒丸瓦（植物文軒丸瓦I類） と重弧文軒平瓦があり、 これらは創建段階におけるセット関係を

有していたと理解することが可能である。 しかも、 花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦の出土量と他

の型式の軒先瓦の出士量と比較した場合、 前者の出上量が後者の出土量を超えており、 その点

でも花菓文軒丸瓦と重弧文軒平瓦がセット関係を有した創建瓦と想定することが可能である。

花葉文軒丸瓦に後出する花文軒丸瓦（植物文軒丸瓦II~VI類） には、 均整唐草文軒平瓦と木

葉文軒平瓦のいずれかがともなっていた可能性が高いと見ている。 花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦

の2者はともに舘前地区からの出士が認められており、 しかも藤木氏が花文軒丸瓦と木葉文軒

平瓦の瓦当文様は、 花葉文軒丸瓦の花文と葉文を軒丸瓦と軒平瓦の瓦当文様に分離させること

で成立したと想定するように（註57) 、 花文軒丸瓦と木菓文軒平瓦は不可分な関係にあった可能

性が高く、 花文軒丸瓦III ·N類と木葉文軒平瓦I類、 花文軒丸瓦II · V類と木葉文軒平瓦1I類

がセット関係にあったものと理解しておきたい。

では、 木葉文軒平瓦と同時期に位置付けられた均整唐草文軒平瓦は、 どの軒丸瓦とセット関

係を有していたのであろうか。 均整唐草文車干平瓦は舘前地区からは出土せず、 花文軒丸瓦も町

池地区からは出土していないことから花文軒丸瓦とのセット関係を想定することには躊躇せざ

るを得ない。 出土地点の閑係を重視するならば、 町池地区から出土した素弁蓮華文軒丸瓦1I類

が均整唐草文軒平瓦に伴う軒丸瓦の有力候補となろう。

軒丸瓦の中で最も後出する時期に成立したと位罹付けた有蕊弁蓮華文軒丸瓦は、 3種類が出
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土しているが、 この瓦群は軟質に焼成されていることを特徴とする。 また、 同 一 系譜上に位置

付けられる植松廃寺跡や腰浜廃寺跡から出士する有蕊弁蓮華文軒平瓦は、 軒丸瓦の瓦当文様や

軒平瓦の瓦当に見られた文様と共通する意匠をもつ押型により顎面施文が行われているが（註

58) 、 泉廃寺跡からはこのような特徴をもつ軒平瓦は出土していない。 従って、 泉廃寺跡から

出土する有蕊弁蓮華文軒丸瓦には、 明確な文様をもつ車干平瓦は伴わなかった可能性が高く、 平

瓦等でまかなわれていた可能性を想定しておく必要がある。

ここまでの検討で、 まだ軒丸瓦と軒平瓦のセット関係が判明していない資料には、 単弁蓮華

文軒丸瓦・素弁蓮華文軒丸瓦I類、 無文軒平瓦・波状文軒平瓦がある。

単弁蓮華文軒丸瓦は、 先に仙台郡山遺跡出土の重弁蓮華文軒丸瓦と多賀城114の重弁蓮華文

軒丸瓦との共通点が見られることを指摘した。 仙台郡山遺跡出土の重弁蓮華文軒丸瓦は段顎を

もつ二重弧文軒平瓦とセット関係にあり（註59) 、 多賀城跡114は手挽き重弧文軒平瓦であるニ

重弧文軒平瓦511とのセット関係が確定している（註60) 。 多賀城511は段顎である。 つまり、 仙

台郡山遺跡と多賀城跡114の重弁蓮華文軒丸瓦は段顎の二重弧文軒平瓦と組み合うものと理解

されるが、 泉廃寺跡出土の軒平瓦には段顎の三重弧文軒平瓦は出土していないため、 単弁蓮華

文軒丸瓦にともなう軒平瓦については現在のところ不明であると言わざるを得ない。 しかし、

仙台郡山遺跡や多賀城創建にかかる重弁蓮華文軒丸瓦は、 7世紀末から8世紀初頭に位置づけ

がなされている（註61) 。 この年代観に基づけば、 泉廃寺跡創建段階の重弧文軒平瓦のいずれか

と組み合う可能性が高いであろう。

素弁蓮華文軒丸瓦I類は、 間弁に珠文を置くことを特徴とする軒丸瓦であるが、 出土資料の

中で、 本軒丸瓦とセットになる軒平瓦を想定することは難しい。 しかし、 この型式の軒丸瓦は

郡山五番遺跡からの出士が確認されている。 郡山五番遺跡出土軒丸瓦のB類である。 これまで

述べてきたように標葉郡家と推定される郡山五番遺跡と行方郡家である泉廃寺跡ではともに共

有される軒丸瓦と軒平瓦がある。 その代表的なものが単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平

瓦のセットであるが、 このほかに木葉文軒平瓦や重弧文軒平瓦・波状文軒平瓦も郡を越えた形

で供給がなされている。 郡山五番遺跡の報文では、 これらの瓦群のセット関係までは論及がな

されていないため不明な点も多くあるが、 泉廃寺跡では偏行唐草文軒平瓦は単弁細弁蓮華文軒

丸瓦とのセット関係にあり、 重弧文軒平瓦は花葉文軒丸瓦とのセット関係にある。 そして木葉

文軒平瓦は花文軒丸瓦とのセット関係にあると想定されたため、 軒丸瓦と軒平瓦のセット関係

が未解決なものには素弁蓮華文軒丸瓦I類と波状文軒平瓦が残される形となる。 従ってここで

は素弁蓮華文軒丸瓦と波状文軒平瓦がセット関係にあったということを一案として提示してお

きたし‘。

最後に無文軒丸瓦はどの車干丸瓦とセットになるのであろうか。 現段階では無文軒丸瓦と確実

にセット関係を有する軒丸瓦は見られない。 しかし、 無文軒平瓦の凸面に見られた格子タタキ

目は、 偏行唐草文軒平瓦のタタキ目と酷似していることから、 無文軒平瓦は偏行唐草文軒平瓦

に近い時期に用いられたと想定し、 単弁細弁蓮華文軒丸瓦とのセットとなる偏行唐草文軒平瓦

の補修瓦であったと考えておきたい。
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